
（仮称）大村市スケートボードの適正利用に関する条例（案）

（目的）

第１条 この条例は、スケートボードによる事故及び騒音の発生を防止し、もって市民の生命、身

体及び財産を守るとともに、快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。

（市の責務）

第２条 市は、スケートボードの適正利用に関し、必要な施策を実施するものとする。

（市民及び事業者の責務）

第３条 市民及び事業者は、市が実施するスケートボードの適正利用に関する施策に協力するも

のとする。

（禁止区域の指定）

第４条 市長は、この条例の目的を達成するため特に必要があると認める区域をスケートボード

禁止区域（以下「禁止区域」という。）として指定することができる。

２ 市長は、禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ当該禁止区域の住民、町内会その他

関係団体の意見を聴くものとする。

３ 市長は、禁止区域を指定したときは、その旨及び当該禁止区域の範囲を告示するものとする。

（禁止区域の指定の変更）

第５条 市長は、必要があると認めるときは、禁止区域の指定を変更し、又は解除することができ

る。

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による禁止区域の指定の変更又は解除につい

て準用する。

（禁止行為）

第６条 何人も、禁止区域において、スケートボードをしてはならない。

（停止命令）

第７条 市長は、前条の規定に違反する行為があると認めるときは、その行為者に対し、当該行

為を停止することを命ずることができる。

（過料）

第８条 前条の規定による命令に違反した者は、５万円以下の過料に処する。

（委任）

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。

附 則

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行

する。


